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過
し
た
領
収
書
は
助
成
対
象
外
と

な
り
ま
す
。
な
お
、
領
収
書
は
診

療
し
た
月
の
翌
月
以
降
に
申
請
可

能
と
な
り
ま
す
。

学
校
安
全
・
災
害
共
済
給
付
金
の

該
当
と
な
る
場
合

　
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
こ
ど

も
の
負
傷
等
に
対
し
て
、
独
立
行

政
法
人
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

法
に
よ
る
給
付
（
学
校
安
全
・
災

害
共
済
給
付
金
）
に
該
当
す
る
場

合
は
こ
ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

■
牧
港
補
給
地
区
、土
地
の
先

行
取
得
事
業
説
明
会
の
開
催

企
画
課（
内
線
２
５
２
１
・
２
５
３
０
）

　
牧
港
補
給
地
区
内
に
土
地
を
所

有
す
る
地
権
者
の
皆
さ
ま
を
対
象

に
、「
公
共
用
地
先
行
取
得
に
向

け
た
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

詳
細
は
案
内
文
書
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
御

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

対
象　
牧
港
補
給
地
区
・
地
権
者

■
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を

ご
存
知
で
す
か
？

地
域
支
援
課（
内
線
３
５
４
１
）

　
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
と
は
、

急
病
な
ど
の
緊
急
時
に
備
え
、
あ

ら
か
じ
め
必
要
な
医
療
情
報
な
ど

を
保
管
し
て
お
く
専
用
の
容
器
や

ス
テ
ッ
カ
ー
・
マ
グ
ネ
ッ
ト
な
ど

の
一
式
の
こ
と
で
す
。

　
急
病
や
け
が
、
災
害
な
ど
一
刻
を

争
う
状
況
で
は
痛
み
や
苦
し
さ
で
医

療
情
報
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
困

難
に
な
り
ま
す
。
本
キ
ッ
ト
は
駆
け

つ
け
た
救
急
隊
員
が
い
ち
早
く
医
療

情
報
を
入
手
し
、迅
速
な
救
命
処
置・

治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
配
布
対
象
は
市
内
在
住
の
高
齢

者
・
障
が
い
者
・
健
康
上
、
不
安

を
抱
え
て
い
る
方
で
す
。

　
キ
ッ
ト
の
配
布
は
無
料
で
す
。

申
請
手
続
き
お
よ
び
配
布
は
地
域

支
援
課
・
福
祉
給
付
課
で
行
っ
て

い
ま
す
。

■
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
２
）

　
燃
え
る
ご
み
、
燃
え
な
い
ご
み
、

資
源
ご
み
、
粗
大
ご
み
を
き
ち
ん

と
分
別
し
、
収
集
日
の
当
日
、
朝

８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
収
集
日
以
外
や
収
集
後
に
出
す

と
、
犬
や
猫
が
食
い
散
ら
か
し
ま
す
。

　
ま
た
、
収
集
車
の
オ
ル
ゴ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
出
さ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。
一
度
し
か
回
り
ま

せ
ん
の
で
、
出
し
遅
れ
た
場
合
は

収
集
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
収
集
は
戸
別
収
集
で
す
。
自
宅

の
門
口
前
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

収
集
車
が
入
ら
な
い
路
地
に
面
し

て
い
る
場
合
は
、
環
境
保
全
課
ま

で
相
談
く
だ
さ
い
。

■
野
外
焼
却
の
禁
止

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
２
）

　

ご
み
の
野
外
焼
却
は
、「
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律 

一
六
条
の
二
」
に
よ
り
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
煙
な
ど
の
悪
臭
等

が
洗
濯
物
に
つ
い
て
し
ま
う
な
ど
、

近
隣
の
住
民
が
迷
惑
を
受
け
ま
す
。

　
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、市
の
指
定

袋
に
入
れ
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
産
業
廃
棄
物
の
場
合
は
、
産
業

廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
理
し
て
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
先　
産
業
廃
棄
物
協
会

☎
８
７
８

−

９
３
６
０

■
高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
お
よ
び
お
む
つ
代
の
医
療

費
控
除
証
明
書
発
行
に
つ
い
て

介
護
保
険
課（
内
線
３
５
８
８
）

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援

　
市
か
ら
の

　 

お
知
ら
せ

■
児
童
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
３
６
１
７
）

　
児
童
手
当
の
支
給
は
２
月
10
日

（
水
）で
す
。
２
月
期
の
振
込
み
は
、

平
成
27
年
10
月
分
か
ら
平
成
28
年

１
月
分
ま
で
を
支
給
し
ま
す
。

※
通
帳
に
記
帳
し
て
、
振
込
み
の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

口
座
へ
入
金
さ
れ
る
時
間
帯
は
金

融
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の

入
院
医
療
費
助
成
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
３
６
１
４
）

　
浦
添
市
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
に
お
い
て
、
入
院
の
医
療
費
助

成
は
０
歳
か
ら
中
学
校
修
了
前
ま

で
対
象
と
な
り
ま
す
。
入
院
時
の

領
収
書
を
お
持
ち
の
方
で
申
請
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
児
童
家
庭

課
窓
口
に
て
助
成
金
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

手
続
に
必
要
な
も
の　
こ
ど
も
の

健
康
保
険
証
・
印
鑑
（
認
印
可
）・

入
院
時
の
領
収
書
・
保
護
者
の
普

通
預
金
通
帳・受
給
資
格
者
証
（
交

付
を
受
け
て
い
る
方
の
み
）

領
収
書
の
申
請
期
限

　
診
療
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算

し
て
１
年
以
内
で
す
。
１
年
を
経

認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
障
害

者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
場
合
で
も
、
障
害
者
控
除
対
象

者
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り

所
得
税
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を

す
る
際
、
障
害
者
控
除
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者　
65
歳
以
上
で
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

※
す
で
に
「
身
体
障
害
者
手
帳
等

で
控
除
を
受
け
て
い
る
方
」
は
該

当
し
ま
せ
ん
。

※
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方
は
、

こ
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
書

　
確
定
申
告
の
際
に
お
む
つ
代
に

つ
い
て
医
療
費
控
除
の
手
続
き
を

す
る
に
は
医
師
に
よ
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
目
以

降
の
手
続
き
で
介
護
保
険
に
お
け

る
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
う
け

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

要
件
を
満
た
す
と
、
医
師
に
よ
る

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
え

て
市
長
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
事
項
証
明
書
」
を

添
付
し
、
手
続
き
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

対
象
者　
疾
病
等
に
よ
り
概
ね
６

か
月
以
上
に
わ
た
り
寝
た
き
り
状

態
で
、
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と

医
師（
ま
た
は
市
長
）が
認
め
る
方
。

交
付
申
請
先　
初
め
て
控
除
申
請

す
る
方
は
か
か
り
つ
け
の
医
師
へ
。

※
２
年
目
以
降
の
方
は
介
護
保
険

課
窓
口
へ
。

■「
国
民
健
康
保
険
税
納
期

限
」に
つ
い
て　

国
民
健
康
保
険
課

（
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
２
）

　
国
民
健
康
保
険
税
第
８
期
の
納

期
限
は
２
月
29
日
（
月
）
で
す
。

納
付
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
切
替
え
の
受
付
が
は
じ

ま
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
課

（
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
３
）

　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
一
つ

に
該
当
す
る
方
は
、
国
民
健
康
保

険
課
窓
口
で
保
険
証
の
切
替
が
必

要
で
す
。

①
平
成
27
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
７
期
ま
で
が
平
成
28
年
２
月
１
日

ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
の

被
保
険
者
（
た
だ
し
、
平
成
10
年
４

月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
被
保
険
者
は

保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
）。

②
修
学
特
例
（
○
）
ま
た
は
遠
隔

地
（
○
）
の
被
保
険
者
。

　
該
当
者
に
は
、
２
月
中
旬
頃
に

は
が
き
で
通
知
し
ま
す
。

※
滞
納
が
あ
る
方
は
、
切
替
の
際

に
納
税
相
談
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
指
定
日
に
来
庁
で
き
な
い
場
合

は
、
必
ず
３
月
31
日
（
木
）
ま
で
に

来
庁
し
切
替
え
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
、
②
以
外
の
方
は
、
新
し
い

保
険
証
を
２
月
中
旬
頃
か
ら
郵
送
。

■「
浦
添
市
健
康
フ
ェ
ス
タ

２
０
１
６
」開
催
に
つ
い
て　

健
康
づ
く
り
課（
内
線
３
６
６
０
）

　

沖
縄
県
は
全
国
に
比
べ
、
肥
満

者
の
割
合
が
高
い
と
い
う
実
態
が
あ

り
、
浦
添
市
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
肥
満
は
多
く
の
病
気
を
招
き
ま

す
。
そ
の
た
め
、
肥
満
と
生
活
習
慣

病
に
関
す
る
健
康
情
報
を
広
く
市
民

の
皆
さ
ま
に
知
っ
て
頂
く
た
め
に

「
浦
添
市
健
康
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６
」

を
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
ま
す
。

■
浦
添
市
市
制
施
行
45
周
年
記
念

平
成
27
年
度 

浦
添
市
文
化
芸

術
振
興
事
業  

琉
球
歴
史
浪
漫

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル「
ア
ガ
リ
姫
」

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
成
果
発
表

文
化
課（
内
線
６
２
１
２
）

　
浦
添
市
文
化
芸
術
振
興
事
業
を

と
お
し
て
市
民
の
文
化
意
識
の
向

上
を
図
る
た
め
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

　
琉
球
歴
史
浪
漫
と
し
て
、
明
る

く
楽
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
公
演
を

実
施
し
ま
す
。

日
時　
２
月
27
日
（
土
）
開
演
18

時
。
２
月
28
日
（
日
）
開
演
14
時

場
所　
浦
添
市
て
だ
こ
ホ
ー
ル　

大
ホ
ー
ル

入
場
料　
大
人
１
，５
０
０
円

高
校
生
以
下
８
０
０
円

■
国
指
定
史
跡「
浦
添
城
跡
」

発
掘
現
場
見
学
会　

文
化
課（
内
線
６
２
１
４
）

　
国
指
定
史
跡
「
浦
添
城
跡
」
は

沖
縄
本
島
中
部
を
勢
力
下
に
お
い

た
支
配
者
の
拠
点
と
考
え
ら
れ
て

い
る
大
型
の
グ
ス
ク
で
す
。
浦
添

城
跡
の
城
壁
は
沖
縄
戦
後
に
持
ち

出
さ
れ
た
た
め
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
発
掘
調
査

で
そ
の
一
部
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
発
掘
調
査
現
場
を
公

開
し
ま
す
。

日
時　
２
月
14
日
（
日
）
13
時
30

分
～
15
時
30
分
（
雨
天
中
止
）

※
歴
史
ガ
イ
ド
に
よ
る
浦
添
城
跡

の
ガ
イ
ド
も
あ
り
ま
す
。

場
所　
国
指
定
史
跡
「
浦
添
城
跡
」

参
加　
無
料

※
当
日
は
動
き
や
す
い
服
装
と
運

動
靴
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
事
前

予
約
等
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

土地の先行取得に関する
地権者説明会

開 催 日 場 所 時 間
2月2日(火) 屋富祖公民館 19時～
2月4日(木) 小湾自治会館 19時～
2月6日(土) 浦添市役所9階講堂 19時～

※駐車場には限りがありますので、
特に公民館で予定されている説明会
へ参加する方は、バス・タクシー等
の公共の交通機関をご利用ください。
ご理解とご協力のほどお願いします。

健康フェスタ2016プログラム
開催日：2月14日（日）  場所：てだこホール  市民交流室

時　間 内　容

午
前

受付開始
  9時45分 
受付終了
  11時30分

①無料健康測定会
・簡易血糖測定（先着100名様）
・血圧・身長・体重測定、保健相談
・健康チャレンジ手帳無料発行
・健康パネル展

午
後

受付開始
  12時45分
講演終了
  16時00

②特定健診自治会表彰式
③伊是名カエ氏講演会＆ライブクッキング
※定員：250人。ヘルシーレシピ試食が
　あります。

※入場無料・予約不要。詳しくは市ホームページをご覧ください。

学

遠


